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新型コロナウイルス感染症に係る児童生徒等の出欠の取り扱いについて

平素より、本校の教育活動に御理解と御協力をいただきありがとうございます。

さて、新型コロナウイルス感染症に関して現在岡山県の感染状況は、国の示す基準でス

テージ3に該当しています。それに伴い、岡山県教育委員会より県立学校の行動基準をレ

ベル2に引き上げる旨の通知がありましたので御連絡いたします。

記

１ 新型コロナウイルス感染症に関し、「学校保健安全法」第19条による出席停止」と

する目安

（１）児童生徒等の感染が判明した場合

（２）児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合

（３）児童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられる場合

（４）児童生徒等の同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられる場合

出席停止とする期間は、上記（１）については、保健所等が指示する日まで、

（２）については、感染者と最後に濃厚接触をした日の翌日から起算して２週間、

（３）（４）については、症状がみられなくなるまでとする。

※（４）について、御家族に症状が出た場合には学校へお知らせください。尚、お問

い合わせ等につきましては、８時３０分から１７時１５分の間にお願いします。
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